
1/6 

○南国市空き家活用住宅事業に関する要綱 

平成28年12月27日 

告示第142号 

改正 平成29年10月24日告示第107号 

令和２年７月21日告示第122号 

令和３年３月２日告示第27号 

令和４年８月23日告示第138号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，空き家の利活用を通じた南国市（以下「市」という。）への移住の促

進及び子育て世帯の住居の確保を目的として，市が空き家を賃貸借して整備した住宅を転

貸する南国市空き家活用住宅事業に関し，必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 空き家 通常の住居として現に利用されていない住宅及びその附帯施設をいう。 

(2) 空き家活用住宅 第12条に規定する者に転貸するため，市内にある空き家を市が所

有者から賃貸借して整備したものをいう。 

(3) 所有者 空き家に係る所有権又は貸借を行うことができる権利を有する者をいう。 

(4) 利用者 空き家活用住宅を利用する者をいう。 

（管理） 

第３条 空き家活用住宅の管理は，市長が行うものとする。 

２ 市長は，所有者の同意を得て，空き家活用住宅の管理を不動産仲介業者等に委託するこ

とができる。 

（市と所有者の契約） 

第４条 市長は，空き家活用住宅として使用する空き家を賃貸借するときは，所有者と定期

建物賃貸借契約（借地借家法（平成３年法律第90号）第38条に規定する契約をいう。以

下「定期借家契約」という。）を締結するものとする。 

（定期借家契約を締結した空き家の用途） 

第５条 前条の定期借家契約を締結した空き家の用途は，空き家活用住宅に限るものとする。

ただし，大規模な災害が発生した場合において，利用されていないときは，応急仮設住宅

として使用することができるものとする。 
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（賃貸借期間） 

第６条 市が所有者から空き家を賃借する期間は，第４条の定期借家契約を締結した日から

10年を経過する日以降における最初の３月31日までとする。 

（賃借料） 

第７条 第４条の定期借家契約に係る賃借料の年額は，契約を締結する年度の賃貸借する空

き家及びその敷地に係る固定資産税の額とする。 

２ １年に満たない期間の賃借料は，１年を365日として日割り計算をした額（当該額に１

円未満の端数があるときは，当該端数は切り捨てる。）とする。 

３ 賃貸借する空き家及びその敷地に係る固定資産税の額が増額した場合における当該年

度以後の年度に係る賃借料の年額は，第１項の規定にかかわらず，当該増額後の固定資産

税の額とする。 

（利用前改修） 

第８条 市が賃貸借した空き家について，利用する前に改修が必要な場合は，市の費用によ

り改修を行うものとする。 

２ 前項の改修を行おうとするときは，あらかじめ所有者の承認を受けなければならない。 

（利用前の原状の変更） 

第９条 市は，利用する前に空き家活用住宅の原状を変更しようとする場合は，あらかじめ

所有者に原状の変更及び当該空き家活用住宅の返還時に原状に復さないことについて承

認を受けるものとする。 

（修繕） 

第10条 利用者が決定した後の空き家活用住宅の修繕については，市又は利用者が行うも

のとする。 

（利用者の募集の広報） 

第11条 市長は，市の広報誌，ホームページその他適当と認める方法により，空き家活用

住宅の利用者の募集について，広報を行うものとする。 

（利用申込者の資格） 

第12条 利用者となることができる者は，空き家活用住宅を利用しようとする者及びその

同居の親族（南国市営住宅設置及び管理条例（平成９年南国市条例第34号）第６条第１

項第１号に規定する親族をいう。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員でない者及び次条の規定による利

用の申込み時点での住所地において市税等の滞納がない者であって，次の各号のいずれか
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に該当する者とする。 

(1) 市外から転入して市に居住しようとしている者 

(2) 現に市に居住している者で転入後１年以内の者 

(3) 市に居住している者であって，中学校修了前の児童と同居している者 

(4) その他市長が利用者として適当と認める者 

（利用の申込み） 

第13条 空き家活用住宅の利用を申し込もうとする者は，所定の用紙に必要な事項を記入

し，必要書類を添付して，市長に提出しなければならない。 

（利用者の選考） 

第14条 市長は，利用の申込みが重複した場合は，別に定める基準により順位付けを行い，

利用者を決定するものとする。 

２ 順位を決定することが困難な場合は，公開抽選により利用者を決定するものとする。 

（市と利用者の契約） 

第15条 市長は，利用者が決定した場合は，当該利用者と定期借家契約を締結するものと

する。 

２ 利用者は，前項の定期借家契約を締結するに当たっては，当該利用者と同程度以上の収

入を有する者で市長が適当と認める者１人以上を連帯保証人とし，当該連帯保証人と契約

書に連署しなければならない。 

（賃貸借期間） 

第16条 市と利用者との賃貸借の期間は，次の各号に掲げる空き家活用住宅の用途の区分

に応じ，それぞれ当該各号に定める期間とする。ただし，当該期間の満了前に，市と所有

者の定期借家契約の期間が満了する場合は，当該定期借家契約の期間の満了の日までとす

る。 

(1) 移住者の定住又は子育て世帯の住居の確保に用いる場合 前条第１項の定期借家契

約に基づく期間 

(2) 市に移住を希望する者が試用で居住する場合 １月以上６月以内 

２ 利用者は，解約しようとする日の30日前までに市長に申し入れることにより，前条第

１項の定期借家契約を解約することができる。 

（空き家活用住宅の利用料） 

第17条 利用者は，空き家活用住宅の利用の開始の日から，当該利用者が退去した日まで

の利用料を市に支払わなければならない。 
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２ 利用料の月額は，空き家活用住宅ごとに，所有者との定期借家契約に係る賃借料の額，

利用前の改修に要した費用，利用実績等を勘案し，市長が別に定める。 

３ 当該月の利用の期間が１月に満たないときは，当該利用料は，１月を30日として日割

計算をした額（当該額に１円未満の端数があるときは，当該端数は切り捨てる。）とする。 

（利用料の納付） 

第18条 利用者は，毎月の末日（月の途中で当該空き家活用住宅を退去する場合は，当該

退去する日）までに，その月分の利用料を納付しなければならない。 

（敷金） 

第19条 利用者は，次の各号に掲げる空き家活用住宅の用途の区分に応じ，それぞれ当該

各号に定める敷金を市に無利子で預託するものとする。 

(1) 移住者の定住又は子育て世帯の住居の確保に用いる場合 利用料の月額の３月分 

(2) 市に移住を希望する者が試用で居住する場合 当該試用期間に係る利用料の総額に

30パーセントを乗じて得た額（当該額に100円未満の端数があるときは，当該端数は切

り捨てるものとする。） 

２ 前項の敷金は，利用者が空き家活用住宅を退去するときに，還付する。ただし，未納の

利用料又は利用者が退去する際の修理費用等があるときは，還付する敷金からこれらを控

除するものとする。 

（修繕費用の負担） 

第20条 空き家活用住宅の修繕に要する費用（畳の表替，破損ガラスの取替，障子，ふす

まの張替等の軽微な改修及び給水栓その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要

する費用を除く。）は，市の負担とする。 

２ 空き家活用住宅の修繕の必要が利用者の責めに帰すべき事由により生じた場合は，前項

の規定にかかわらず，当該利用者は，その修繕に要する費用を負担しなければならない。 

（利用に係る費用負担区分） 

第21条 次に掲げる費用は，利用者が負担しなければならない。 

(1) 電気，ガス及び水道の使用料 

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用 

(3) 共同施設並びに給水施設及び汚水施設に係る使用並びに維持及び管理に要する費用 

(4) その他市が負担する費用以外のもの 

（利用者の原状変更） 

第22条 利用者は，所有者の承認を得ずに，空き家活用住宅について，模様替え，増築等
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の原状の変更をしてはならない。 

２ 利用者は，前項の所有者の承認を得ようとするときは，市長に届け出なければならない。 

３ 市長は，前項の規定による届出があった場合は，所有者に承認の可否を確認し，当該利

用者に通知するものとする。 

（利用者の義務） 

第23条 利用者は，善良な管理者の注意をもって，空き家活用住宅を使用しなければなら

ない。 

２ 利用者は，当該空き家活用住宅を引き続き20日以上使用しないときは，市長の定める

ところにより，届け出なければならない。 

３ 利用者は，第15条第１項の定期借家契約の締結後に，同居人に増減がある場合又は変

更がある場合は，市長の承認を得なければならない。 

４ 利用者は，第15条第１項の定期借家契約の期間内は，火災等の損害の賠償に備えて，

借家人賠償責任保障等に加入しなければならない。 

５ 利用者は，次に掲げる事項を行ってはならない。 

(1) 当該空き家活用住宅を他の者に貸すこと。 

(2) 当該空き家活用住宅を自己の居住の用以外に供すること。 

(3) 当該空き家活用住宅の利用の権利を他の者に譲渡すること。 

（住宅の検査） 

第24条 利用者は，当該空き家活用住宅を退去しようとするときは，退去しようとする日

の10日前までに市長に届け出て，市長の指定する者の検査を受けなければならない。 

２ 利用者は，空き家活用住宅の原状の変更を行った場合は，前項の検査の時までに，自ら

の費用で原状の回復を行わなければならない。ただし，原状の回復を行わないことについ

て，所有者の承認を得たときは，この限りでない。 

（空き家活用住宅の明渡し請求） 

第25条 市長は，利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は，当該利用者に

対し，当該空き家活用住宅の明渡しを請求することができる。 

(1) 不正の行為により利用したとき。 

(2) 利用料を３月以上滞納したとき。 

(3) 当該空き家活用住宅を故意に毀損したとき。 

(4) 正当な事由によらないで20日以上空き家活用住宅を使用しないとき。 

(5) 地域社会の環境，秩序及び平穏を阻害する行為をしたとき。 
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(6) 本要綱の規定に違反したとき。 

２ 前項の規定による空き家活用住宅の明渡しの請求を受けた利用者は，速やかに当該空き

家活用住宅を明け渡さなければならない。 

３ 市長は，第１項の規定による明渡しの請求を行った利用者から，明渡しの請求を行った

日の翌日から明け渡した日までの利用料相当額以下の金銭を徴収することができる。 

（調査の承諾） 

第26条 利用者は，利用料その他市に支払うべき金銭を滞納した場合において，市長が住

民票の調査その他支払を受けるために必要な調査をすることに同意しなければならない。 

（その他） 

第27条 この要綱に定めるもののほか，南国市空き家活用住宅事業に関し必要な事項は，

市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は，公布の日から施行する。 

附 則（平成29年告示第107号） 

この要綱は，公布の日から施行する。 

附 則（令和２年告示第122号） 

この要綱は，公布の日から施行する。 

附 則（令和３年告示第27号） 

（施行期日） 

１ この要綱は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の南国市空き家活用住宅事業に関する要綱（以下「改正後要綱」という。）第７

条第３項の規定は，令和３年度以後の年度に係る賃借料について適用し，令和２年度以前

の年度に係る賃借料は，なお従前の例による。 

３ 改正後要綱第16条第１項，第18条及び第19条の規定は，この要綱の施行の日以後の改

正後要綱第13条の規定による申込み（以下「申込み」という。）に係る利用について適

用し，同日前の申込みに係る利用については，なお従前の例による。 

附 則（令和４年告示第138号） 

この要綱は，公布の日から施行する。 

 


